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平成２４年第１回 大仙美郷介護福祉組合議会定例会議事日程 

 

平成２４年３月２１日（水曜日） 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  諸般の報告 例月出納検査結果 

日程第 ４  管理者の招集あいさつ並びに施政方針説明 

 

１ 予 算 

 日程第 ５ 議案第 １ 号 平成２３年度大仙美郷介護福祉組合一般会計補正予算（第１号） 

 日程第 ６ 議案第 ２ 号 平成２３年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算（第３号） 

 日程第 ７ 議案第 ３ 号 平成２４年度大仙美郷介護福祉組合一般会計予算 

 日程第 ８ 議案第 ４ 号 平成２４年度大仙美郷介護福祉組合特別会計予算 
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出席議員（８名） 

 

１番  泉   繁 夫 君 

２番  佐 藤 隆 盛 君 

３番  深 沢 義 一 君 

４番  児 玉 裕 一 君 

５番  本 間 輝 男 君 

６番  小 山 緑 郎 君 

７番  鎌 田   正 君 

８番  高 橋   猛 君 

 

 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 

 

 

職務のため出席した者の職氏名 

                 書記  佐 藤   巧 

                 書記  長 澤 富士子 

管理者  松 田 知 己 君 

副管理者  栗 林 次 美 君 

代表監査委員  久 米   力 君 

大仙市健康福祉部社会福祉課長  佐々木 清 哉 君 

美郷町福祉保健課長  前 田 忠 秋 君 

事務局長  藤 澤 健 吾 君 

真昼荘所長  小 松 一 典 君 

真木苑所長  山 田 喜 明 君 

真森苑所長  安 達 京 子 君 
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○ 議長（高橋猛君） 

 定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２４年第１回大

仙美郷介護福祉組合議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時３０分 宣告） 

 

○ 議長（高橋猛君） 

これより、本日の会議を開きます。 

今回の会議に説明員として出席を求めた者は、お手元に配布の名簿のとおりであります。 

○ 議長（高橋猛君） 

 今回の会議書記に佐藤巧君、長澤富士子君を任命します。 

○ 議長（高橋猛君） 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○ 議長（高橋猛君） 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第６７条

の規定により、 

  １番  泉   繁 夫 君 

  ２番  佐 藤 隆 盛 君 

を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

○ 議長（高橋猛君） 

 日程第２、「会期の決定」の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

日程第３ 諸般の報告 

○ 議長（高橋猛君） 

 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

代表監査委員から、例月出納検査結果が提出されておりますので、その写しを皆さんの

お手元に配布しております。これをもって報告に代えさせていただきます。 

 

日程第４ 管理者の招集あいさつ並びに施政方針説明 

○ 議長（高橋猛君） 

 日程第４、「管理者の招集あいさつ並びに施政方針説明」を行います。本定例会にあたっ

て、管理者から、施政方針説明のため発言の申し出がありましたので、これを許します。 

 管理者、松田知己君。 

○ 管理者（松田知己君） 

  おはようございます。議員各位におかれましては、平成２４年第１回大仙美郷介護福祉

組合議会定例会を招集いたしましたところ、ご参集をいただき誠にありがとうございます。 

議員各位並びに当組合圏域の住民の皆様には、日頃から何かとご理解とご支援をいただ

き、厚く感謝申し上げます。 

開会に当たり、行政報告並びに本日提案いたしました議案の概要を説明申し上げ、招集
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のあいさつといたします。 

はじめに、行政報告を申し上げます。 

当組合で初めて満足度調査を実施いたしました。異なる部門の職員を集めて編成した

「満足度の見える化ワーキンググループ」の活動により、昨年末から１月にかけて、サー

ビス利用者とそのご家族を対象に実施したものです。 

食事、介護技術、職員態度など９つの項目について５段階評価していただくとともに、

意見の自由記述をお願いしたところ、多数のご協力が得られ、貴重な調査結果がまとまっ

ています。 

調査結果は、全項目で高い満足度を示しておりますが、個別に精査し、弱みの対策と強

みの更なる強化策について議論を深めてまいります。 

なお、調査結果につきましては、個人情報に配慮した形で整理した上で、近日中に公表

し、議員各位にもお届けしたいと考えています。 

次に、現在の経営状況についてですが、各般の取り組みが成果を表し、財政的には順調

に推移しているところです。 

冬期間に心配される入所者の感染症につきましても、厳しい対策の結果、特段の問題な

く経過しております。 

次に、平成２４年度から施行される介護報酬の改定状況についてですが、１．２％増額

との報道と実情は異なり、各事業で軒並みの減額改定となっています。当組合の場合、特

別養護老人ホームは２．３％の減、短期入所は２．５％の減、通所介護は１０．２％の減

です。 

こうした報酬本体の減額要素をわずかでも緩和させる対応として、介護職員処遇改善加

算を取得し、介護職員の給与に充ててまいりたく、所要の予算を提出させていただいてお

ります。 

次に、特別養護老人ホームの定員増加についてですが、関係機関の許可に基づき、平成

２４年４月１日から、当組合全体で特別養護老人ホームの定員を１５８人から１６５人に、

７人増加させることとしています。 

内訳は、真木苑が５８人から２人増の６０人に、真森苑が５０人から５人増の５５人に

なるものです。いずれも短期入所の定員から振り替えて行うものです。 

次に、提出いたしました議案の概要についてご説明いたします。 

議案第１号平成２３年度一般会計補正予算第１号は、主に制度改正に伴う人件費の補正

を行うことについてお諮りするものです。 

議案第２号平成２３年度特別会計補正予算第３号は、歳入にあっては、介護サービス利

用料の増減に合わせた整理及び自家発電機に係る県補助金の受け入れ、歳出にあっては、

人件費を中心とした不用額の減額を行うことについてお諮りするものです。 

議案第３号平成２４年度一般会計予算及び議案第４号平成２４年度特別会計予算につ

きましては、次のとおり編成の方針と概要を申し上げます。 

当組合は、構成団体から、運営に係る負担金をいただかずに経営を続けています。２４

年度におきましても、その大原則の下で予算編成をいたしております。 

まず、歳入ですが、先に述べたとおり、介護報酬が大幅に減額となる一方で、安全やサ

ービス向上を目的とするものについては、しっかりと予算措置しなければなりませんので、

そのための財源については、不足分を財政調整基金から繰入れすることとしています。 

また、介護報酬が２か月遅れで収入される制度に対応するための運転資金は、従来、条

例に基づく財政調整基金の繰り替え運用によってまかなってきましたが、年間を通して運

用が必要な状況であることから、その適正化を図るための予算計上を行っております。 

次に、特別会計に共通の歳出についてですが、先に述べた介護職員処遇改善加算の要件

を満たすとともに、介護職員の人材確保を目的として、嘱託職員の待遇を改善させるため

の予算を計上しています。 
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次に勘定ごとの内容についてですが、真昼荘では、送迎車両更新のため所要の予算を計

上しています。 

真木苑では、ケアハウスのエアコン設備について、安定稼働のための改修工事に係る経

費を計上しています。 

そして、真森苑では、１２月の議会全員協議会で協議いただいたとおり、地下排水管等

改修事業を本格実施いたしたく、関連予算を計上しております。 

このようなことから、一般会計、特別会計を合わせた予算総額は、１３億４，７７８万

円となり、前年度比で２億３４６万円の増、率にして１７．７％の増となりました。 

以上、予算編成の方針と概要を申し述べました。 

なお、提出議案の詳細につきましては、担当職員に説明させますのでよろしくご審議賜

りますようお願いいたします。 

介護報酬の改定状況を見ますと、施設から在宅へという方針が色濃く出ていますが、在

宅介護は、施設介護と両輪となって機能させるのが理想的な姿です。 

したがって、私たちが行う施設介護は、在宅介護の充実化と同じ程度に充実させていか

なければならないこととなります。 

そうした目標に向かい、職員共々、全力を尽くす所存でありますので、住民の皆様、議

員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げると共に、提案いたしました各議案に

つきまして、慎重なるご審議をいただき、適切なるご決定を賜りますよう重ねてお願いを

申し上げ、招集のあいさつ並びに施政方針といたします。 

 

日程第５ 議案第１号 平成２３年度大仙美郷介護福祉組合一般会計補正予算（第１号） 

○ 議長（高橋猛君） 

 日程第５、議案第１号「平成２３年度大仙美郷介護福祉組合一般会計補正予算（第１号）」

を上程し、議題といたします。議案を朗読いたします。 

（書記朗読） 

○ 議長（高橋猛君） 

 提案理由並びに内容の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（藤澤健吾君） 

平成２３年度大仙美郷介護福祉組合一般会計補正予算第１号についてご説明申し上げ

ます。議会定例会議案（１）の４ページをお開き願います。１０万円の減額補正でござい

ます。 

歳入の補正をご説明申し上げます。６ページをお願いいたします。 

１款、１項、１目、３節、子ども手当負担金でございますが、制度改正に伴い、支給額

を引き下げたことによる減額でございます。 

３款、１項、１目、１節、特別会計からの繰入金でございますが、特別会計からの繰入

金を最小限に留めるため、歳出に対応させて、減額するものでございます。 

続きまして歳出の補正についてご説明申し上げます。７ページをお願いいたします。 

２款、１項、１目の３節及び４節につきましては、制度改正に伴う人件費の整理を行う

ものでございます。１３節につきましては、例規の更新量が確定したことによる減額でご

ざいます。 

以上が本案の提案理由及び内容でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（高橋猛君） 

 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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（なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 討論なしと認めます。議案第１号についてこれより採決をいたします。 

 お諮りします。議案第１号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第１号、「平成２３年度大仙美郷介護福祉組合一般会

計補正予算（第１号）」は、原案のとおり決しました。 

 

日程第６ 議案第２号 平成２３年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算（第３号） 

○ 議長（高橋猛君） 

 日程第６、議案第２号「平成２３年度大仙美郷介護福祉組合特別会計補正予算（第３号）」

を上程し、議題といたします。議案を朗読いたします。 

（書記朗読） 

○ 議長（高橋猛君） 

 提案理由並びに内容の説明を求めます。真昼荘所長。 

○ 真昼荘所長（小松一典君） 

   真昼荘勘定についてご説明申し上げます。 同じく１８ページをお開き願います。  

５８８万３千円の減額補正でございます。 

歳入についてご説明申し上げます。１９ページをご覧下さい。 

１款、１項、２目、２節、通所介護費収入でございますが、利用者数が伸びており、増

額するものでございます。 

１款、２項、１目、１節、通所利用者自己負担金収入も同様でございます。 

２節、滞納繰越分自己負担金収入でございますが、納入された額を補正するものでござ

います。 

２款、１項、１目、４節、子ども手当負担金でございますが、職員に支給した子ども手

当て額が確定したため、それに伴い補正するものでございます。  

２０ページをお開き願います。 

５款、１項、１目、１節、財政調整基金繰入金でございますが、サービス収入額の増額

補正及び歳出の減額補正に伴い、基金の取り崩し額を減額するものでございます。 

８款、１項、１目、１節、社会福祉費補助金でございますが、災害対策のため自家発電

機を整備した際、秋田県高齢者施設発電設備整備事業費補助金を活用したため新設したもの

でございます。 

続きまして歳出についてご説明申し上げます。２１ページをご覧下さい。 

各款、２節、３節、４節は、人件費に関する補正でございますので説明を省略させてい

ただきます。 

１款、１項、１目、一般管理費でございます。 

１款、１項、１目、１１節、需用費でございますが、燃料価格の変動による燃料費の増

額及び、施設内補修のための修繕料の増額でございます。 

１３節、１５節、１８節でございますが、それぞれ入札等によって生じた不要額を減額

するものでございます。 

１９節、負担金補助及び交付金でございますが、職員互助会補助金の補助実績に伴う減

額でございます。 

２８節、一般会計繰出金でございますが、一般会計の人件費等を３施設で負担するもの

でございます。 

２款、１項、１目、施設介護サービス事業費でございます。 

１節、報酬でございますが、介護士の配置を変更したことにより減額するものでござい
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ます。 

１８節、備品購入費でございますが、購入予定であった機器を寄付していただいたため、

不要額として減額するものでございます。 

２２ページをお開き願います。 

２款、２項、２節、通所介護事業費でございます。人件費に関する補正のみでございま

す。 

真昼荘勘定について説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○ 議長（高橋猛君） 

   次に、真木苑所長。 

○ 真木苑所長（山田喜明君） 

  真木苑勘定についてご説明申し上げます。同じ資料の２８ページをお願いいたします。 

真木苑勘定におきましては、１４３万３千円を減額するものでございます。 

   初めに歳入についてご説明致します。３２ページになります。 

１款、２項、１目、１節、自己負担金収入短期入所利用者自己負担金収入でございます

が、冬場の体調不良やご本人ご家族等の感染症の影響で利用を中止する方が増えました。

その分減収が見込まれるため計上しております。２節滞納繰越分自己負担収入でございま

すが、前年度からの滞納繰越額が確定したものを計上するものでございます。 

２款、１項、１目、２節、民生費負担金老人福祉費負担金ケアハウス利用料でございま

すが、ケアハウスの方は、退所が相次いだことと生活がほぼ自立されている方を対象とし

ていることから、なかなか該当する方がおらず、利用が低下しているため利用料を減額す

るものでございます。３節子ども手当負担金でございます。対象者が増えたことにより計

上いたしました。 

６款、３項、雑入でございますが、これもケアハウスの利用低下によるものでございま

す。 

３３ページになります。７款、１項、１目、民生費県補助金につきましては、自家発電

設備を購入いたしましたので、その補助金の受け入れでございます。 

続きまして歳出でございます。３４ページになります。各款にわたりまして１節、２節、

３節、４節にかかる補正は、人件費にかかわるものでございますので、これを省略させて

いただきます。 

１款、１項、１目、１９節、負担金補助及び交付金でございますが、組合互助会補助金

の不用額でございます。 

   ２款、１項、１目、施設介護サービス事業費、１３節、給食業務委託料でございますが、

経管栄養の方が増えたことにより、減額となっております。 

３５ページをお願いします。 

   ２款、２項、１目、短期入所介護事業費、１３節、給食業務委託料でございますが、利

用者減により減額となっております。 

   ３款、１項、１目、ケアハウス事業費、１３節、給食業務委託料でございますが、こち

らも利用者減により減額となっております。 

   以上でございます。よろしくお願い致します。 

○ 議長（高橋猛君） 

   次に、真森苑所長。 

○ 真森苑所長（安達京子君） 

真森苑勘定についてご説明申し上げます。１１３万４千円の減額補正でございます。 

歳入でございます。４６ページをお願いします。 

１款、１項、介護給付費収入でございます。施設介護サービス費収入、通所介護費収入

それぞれ増収が見込まれることによる増額補正でございます。いずれも当初見込みを稼動

率が上回ったことにより効率的な業務運営となり施設介護で１９９万円、通所介護で  
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１５４万円の増収が見込まれます。 

１款、２項、１目、自己負担金収入に付いても同様でございます。 

２款、１項、１目、２節、生活支援ハウス負担金でございますが、利用料の増加に伴う

減額でございます。 

３節老人福祉費負担金は、生活支援ハウス利用料でございますが、震災後ほとんどの利

用者の方が施設給食を利用するようになり利用料が増収となっております。 

５節こども手当負担金でございますが、人事異動等により増額するものでございます。 

４７ページをお開き願います。 

５款、２項、１目、１節、財政調整基金繰入金でございますが、効率的な業務運営によ

る介護報酬等の増収により７６２万７千円の減となっております。 

８款、１項、１目、１節、社会福祉費補助金でございます。これは、非常用自家発電設

備整備に要する費用として県より助成を受けるものでございます。 

続きまして４８ページをお願いいたします。 

各款に渡りまして、１節、２節、３節、４節に係る補正は、人事異動、退職職員、産休、

育休職員による補正、また４節においては共済組合負担金の基礎年金拠出金の率改正によ

る増額でございます。 

１款、１項、１目、１１節、需要費でございますが、灯油高騰、及び厳寒による燃料費

の増額、光熱水費につきましては、節電等による減額でございます。 

 ２款、１項、１目、１１節、賄材料費でございますが、経管栄養食利用者増による増額

でございます。１３節、委託料でございますが、給食業務委託料で、経管栄養者増及び入

院者分の減額でございます。１８節、備品購入費でございますが、医務室にございます、

全自動高圧蒸気滅菌器を購入するものでございます。 

４９ページをお願いいたします 

２款、２項、１目、１３節委託料の給食業務委託料で、経管栄養者増等による減額でご

ざいます。２目、１１節、需用費でございますが、これは送迎用車両を修理するための修

繕料でございます。１３節委託料は利用者増による給食業務委託料の増額でございます。 

３款、１項、１目、１１節、需用費でございますが、灯油高騰等による燃料費の増額、   

１３節委託料は、給食利用者増による給食業務委託料の増でございます 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（高橋猛君） 

 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 討論なしと認めます。議案第２号についてこれより採決をいたします。 

 お諮りします。議案第２号について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第２号、「平成２３年度大仙美郷介護福祉組合特別会

計補正予算（第３号）」は、原案のとおり決しました。 

 

日程第７ 平成２４年度大仙美郷介護福祉組合一般会計予算 

○ 議長（高橋猛君） 

   日程第７、議案第３号「平成２４年度大仙美郷介護福祉組合一般会計予算」を上程し、
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議題といたします。議案を朗読いたします。 

   （書記朗読） 

○ 議長（高橋猛君） 

   提案理由並びに内容の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（藤澤健吾君） 

   平成２４年度一般会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 

初めに予算の概要について申し上げます。平成２４年度予算概要の１ページをお願いし

ます。 

一般会計の予算総額は、４，１４８万円で、前年度と比較して２６万円、率にいたしま

して０．６％の減でございます。 

歳入の目的別増減でございますが、分担金及び負担金は、地方債償還及び子ども手当に

係るものとし、規約に基づき、大仙市が３分の２、美郷町が３分の１の負担で、地方債償

還に係る公債費負担金は前年度と同額でございます。子ども手当負担金は、制度改定によ

り３１．８％の減でございます。 

次に財産収入でございますが、財政調整基金の運用利子といたしまして２４年度から新

たに計上するものでございます。 

２３年度までは、財政調整基金の運用利子を特別会計の施設ごとに計上していましたが、

同基金の効果的かつ効率的な運用を図るため、管理を一本化したく、一般会計に計上科目

を移行するものでございます。 

次に繰入金でございます。一般会計の事務費に対する財源は、全て特別会計からの繰入

金でまかなっておりますので、歳出の増に対応し、前年度より２．７％の増となっており

ます。繰越金と諸収入につきましては、特段の増減はございません。 

次に、歳出の性質別増減でございますが、人件費では２．３％の増、物件費では１．３％

の減でございます。積立金は、歳入でご説明いたしました財産収入を同額積み立てること

として新規に計上するものでございます。 

それでは、内容につきまして、順次ご説明申し上げます。議会定例会議案（２）をお願

いいたします。 

６ページをお開き願います。歳入でございます。 

１款、１項、１目、民生費負担金につきましては、一般会計で償還する地方債の元利金

と同額を、また、子ども手当支給額と同額を構成団体からご負担いただくものでございま

す。 

地方債は、毎年度元利均等償還による地方債でございますので、前年度と同額となって

ございます。 

２款、１項、１目、利子及び配当金につきましては、財政調整基金の運用利子を新たに

計上するもので、特別会計からの科目異動でございます。 

３款、１項、１目、特別会計繰入金につきましては、一般会計で必要な経費全般の財源

として、特別会計から繰入れするものでございます。 

続きまして、歳出をご説明申し上げます。８ページをお開き願います。 

   １款、１項、１目、議会費でございますが、これは、議員報酬と費用弁償が主なもので

ございます。 

２款、１項、１目、一般管理費でございますが、これは、職員人件費のほか、通常業務

遂行上の必要経費が主なものでございます。 

   １０ページをお願いいたします。 

   ２款、２項、１目、監査委員費でございますが、これは、監査委員報酬が主なものでご

ざいます。 

   ３款、１項、１目及び２目でございますが、これは、地方債のうち、普通会計での償還

が義務付けられたものの元金及び利子でございます。 
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   ４款、１項、１目、基金費でございますが、財政調整基金の運用で生じる利子を積み立

てるものでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（高橋猛君） 

   提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

   これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 討論なしと認めます。議案第３号についてこれより採決をいたします。 

 お諮りします。議案第３号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第３号、「平成２４年度大仙美郷介護福祉組合一般会

計予算」は、原案のとおり決しました。 

 

日程第８ 平成２４年度大仙美郷介護福祉組合特別会計予算 

○ 議長（高橋猛君） 

   日程第８、議案第４号「平成２４年度大仙美郷介護福祉組合特別会計予算」を上程し、

議題といたします。議案を朗読いたします。 

   （書記朗読） 

○ 議長（高橋猛君） 

   提案理由並びに内容の説明を求めます。 

全体的な概要説明のあと、真昼荘、真木苑、真森苑の順に説明を求めます。 

はじめに、事務局長。 

〇 事務局長（藤澤健吾君） 

平成２４年度特別会計予算の説明に先立ちまして、各勘定に共通する概要説明をいたし  

ます。 

特段お開きいただく資料はございません。概括的に申し上げます。 

平成２４年度から施行される新しい介護報酬は、管理者が施政方針の中で申し上げまし

たとおり、全事業で減額となります。その影響は決して小さいものではありませんが、介

護職員処遇改善加算という加算を取得する条件を整えることで、報酬減の影響を最小限に

留めたい考えでございます。 

つきましては、介護職員のうち嘱託職員として任用する者への報酬支給月額を、現行の

１５万円程度から１７万円程度まで引き上げることを内容とした、加算取得条件を満たす

ための予算計上を行っております。 

また、こうした加算を取得してもなお生じる、介護サービス収入の減収に対し、３施設

合計で４，９７２万８千円の財政調整基金を繰入れることを見込んでおります。 

さらに、財政調整基金は、この減収補てんを目的とするもの以外に、３施設合計    

１億５千万円を繰り入れることとしております。 

介護報酬が常に２か月遅れで支給されるため、資金のない２か月間の運転資金として確

保するもので、会計年度終了後には１億５千万円全額を財政調整基金に積み戻す予定でご

ざいます。 

なお、２３年度までは、この運転資金を、条例に基づく基金の繰替え運用でまかなって

きましたが、年間を通して資金が必要だということと、報酬の減額でますます必要性が高
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まるという予想から、２４年度以降は、繰替運用という貸し借りの方法ではなく、運転資

金の必要予想総額をきちんと歳入に予算化して対応することにしたいものでございます。 

この取扱いに伴い、財政調整基金の運用利子は、特別会計各勘定への計上をやめ、一般

会計に一本化することとしております。 

以上が、各勘定に共通する概括的な説明でございました。 

   引き続き、詳細につきまして、担当所長からご説明申し上げます。 

○ 議長（高橋猛君） 

 真昼荘所長。 

○ 真昼荘所長（小松一典君） 

真昼荘勘定についてご説明申し上げます。予算概要３ページをお開き願います。 

歳入歳出予算総額は、３億８，４８０万円、前年度と比較しまして５，６００万円の増、

率にして１７．０３％の増でございます。 

歳入の目的別増減の説明をいたします。サービス収入は、平成２４年４月の介護報酬改

定により、減額となっております。特に通所介護事業において介護報酬が大きく減額とな

りますが、利用者の見込みがそれを上回るため、前年度に比較して増となっております。 

   分担金及び負担金のうち公債費負担金は全て地方債償還に係るものとし、大仙市３分の

２、美郷町３分１の負担で、前年度と同額でございます。また、子ども手当支給のための

財源を大仙市と美郷町にご負担いただきます。 

繰入金は、財政調整基金から歳入予算の不足分を取り崩していたものでございます。本

年度ではそれに加え、前年度までは年度当初における運転資金を基金の流用により確保し

ていましたものを、予め基金の取り崩しによって確保することで、円滑な事業運営を図る

ものでございます。 

続きまして、歳出の性質別増減の説明をいたします。 

人件費は、育児休業から復帰する職員がおりますので、０．３６％の増でございます。

物件費は、介護嘱託員の処遇改善の他、需用費等の増により、３．３８％増加しておりま

す。維持補修費は１８．５２％の減、補助費等は３０．３３％の減でございます。普通建

設事業費は、本年度は工事を行いませんが、送迎車の更新を計上いたしましたので、普通

建設事業費に分類されております。公債費はほぼ増減なしでございます。 

積立金でございますが、さきほど歳入でご説明いたしました事業運営のため取り崩した

運転資金を資金に余剰が出た時点で基金に積み戻すものでございます。 

繰出金は一般会計の予算増減により、２．８０％の増、予備費は増減なしとなっており

ます。 

それでは、詳細につきまして順次ご説明申し上げます。議案（２）の２４ページをお開

き願います。 

１款、１項、１目、施設介護サービス費収入でございますが、これはホームの入所に係

る介護給付費のうち、国保連合会から収入となるもので、入所定員５０人を基準とし、入

院等による減を見込んで計上したものでございます。平成２４年４月の介護報酬の改定に

より報酬単価が減となります。また、入院者が増加傾向であるため、空床分を見込み、前

年度と比較して大きく減となっております。 

１款、１項、２目、居宅介護サービス収入でございますが、短期入所生活介護事業及び

通所介護事業に係る介護給付費のうち、国保連合会から収入となるものでございます。短

期入所生活介護事業、通所介護事業共に介護報酬単価が減となる見通しでございます。し

かしながら、通所介護事業所においては、利用率の向上が見込まれることによる増収が報

酬単価の減を上回り、前年度と比較して増となっております。 

１款、２項、１目、自己負担金収入でございますが、これは各事業に係る介護給付費の

うち、利用者にご負担いただくものでございます。各事業サービス収入に連動し増減がご

ざいます。 
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２５ページをお開き願います。 

２款、１項、１目、民生費負担金でございますが、これは、地方債元利償還額の一部と、

職員の子ども手当てに関し、構成団体から財源をご負担いただくものでございます。 

３款、１項、１目、財産収入でございます。基金の運用によって生じた利益を計上して

おりましたが、本年度から一般会計において管理するため廃目とするものでございます。 

２６ページをご覧ください。 

５款、１項、１目、財政調整基金繰入金でございます。事業運営を円滑に行うための運

転資金として７，５２０万円、介護サービス費収入を補填する財源といたしまして   

２，４９３万５千円を計上するものでございます。 

続いて歳出の説明をいたします。２７ページをお開き願います。 

各款に共通して、２節から４節までにつきましては人件費でございますので、これを省

略いたします。 

１款、１項、１目、一般管理費でございます。これは施設全体の管理に要するものでご

ざいます。１１節、需用費でございますが、灯油価格等の変動に伴い、燃料費を１９９万

２千円増額しております。２９ページをお開き願います。 

２款、１項、１目、施設介護サービス事業費でございます。介護報酬において介護嘱託

員の処遇改善措置が図られたことに伴い、介護嘱託員報酬が増となっております。 

３１ページをお開き願います。 

２款、２項、１目、短期入所介護事業費は、特段の変更はございません。 

２款、２項、２目、通所介護事業費でございます。送迎用車両更新のため、１８節備品

に４５１万３千円を計上しております。３３ページをお開き願います。 

３款、１項、１目及び２目、公債費元金及び利子でございますが、これは組合債を償還

するものでございます。なお、元利償還額１，５２６万６千円のうち９５７万６千円につ

きましては、公営企業債でありますので、構成団体の大仙市及び美郷町の負担金は充当せ

ず、真昼荘の自主財源で償還するものでございます。 

４款、１項、１目、基金費でございます。歳入についてご説明いたしました運転資金分

を積み戻しするものでございます。 

５款、１項、１目、予備費でございます。前年度と同額でございます。 

以上で当初予算真昼荘勘定の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（高橋猛君） 

   次に、真木苑所長。 

○ 真木苑所長（山田喜明君） 

続きまして真木苑勘定についてご説明申し上げます。 

   予算概要の５ページをお開き願います。 

  真木苑勘定の歳入歳出予算額の総額は、４億３，１６０万円でございます。前年度と比

較して２，６６０万円の増、率にして６．５％の増となっております。 

歳入の目的別増減についてご説明致します。 

サービス費収入は、介護報酬の改定に伴い、０．１％の減となっております。 

分担金及び負担金は、１．３％の増でございます。 

   財産収入は、財政調整基金の運用に伴う利子収入でございますが、財政調整基金の運用

方法の見直しにより一般会計で管理するため、廃目となるものでございます。 

 繰入金は、２，７８２万６千円でございます。これは、介護報酬の改定に伴う歳入不足

分として、６９２万６千円、資金運用分として２，０９０万円を計上するものでございま

す。 

   繰越金は、３７．３％の減でございます。 

   諸収入は、居宅介護支援事業所の受託料と雑入が主でございますが、８．８％の増とな

っております。 
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  次に歳出の性質別増減でございますが、人件費は育児休暇からの復職や人事異動等によ

り、７．１％の増、物件費は０．３％の減、維持補修費は施設の老朽化に対応するもので

ございますが、３５％の減、補助費等は２．３％の増、普通建設事業費は、ケアハウスの

空調設備の劣化に対応するため、設備を新たにするため４００万円を計上してございます。

公債費は前年度と同額でございます。積立金は８２．１％の増、繰出金は２．７％の増で

ございます。以上が概要でございます。 

   それでは、予算書に沿って内容をご説明いたします。議会定例会議案（２）の４４ペー

ジをお開き願います。 

歳入でございます。 

１款、１項、介護給付費収入でございますが、国保連合会から収入するものでございま

す。 

１目施設介護サービス費収入でございますが、特別養護老人ホームの入所に係る費用で

ございます。来年度、現在の５８床から６０床へ転換するため、６０人定員を基準とし、

入院等の減算を見込んで計上しております。増床分の増額を見込んでおります。２目居宅

介護サービス費収入でございますが、短期入所生活介護事業で現在の１２床から２床特養

へ転換することに加え、介護報酬の改定のため、１節短期入所事業、２節通所介護事業共

減収を見込んでおります。 

３目居宅介護サービス計画費でございますが、昨年度各居宅介護事業所を集約し、５名

体制で、６月にかいご相談センターとして事業を開始いたしました。平成２４年度は４月

から事業が展開できますので、その分増額となっております。 

１款、２項、自己負担収入でございますが、１款、１項の介護給付費と同様の積算方法

により計上してございます。こちらも介護報酬の改定により減額を見込んでおります。 

   ４５ページをお開き下さい。 

２款、１項、１目、民生費負担金でございます。１節公債費負担金につきましては、地

方債償還額と同額を大仙市３分の２、美郷町３分の１でご負担いただくもので昨年度と同

額でございます。２節老人福祉費負担金ケアハウス利用料につきましては、ケアハウス入

居者から料金収入でございますが、実績を踏まえ０．７％の増となっております。また、

同じくケアハウス負担金につきましては、現在の入居者数を従来の国庫補助基準に照らし

て算定し、大仙市３分の２、美郷町３分の１でご負担いただくものでございます。１．５％

の増となっております。３節子ども手当負担金につきましても、組合構成団体に財源負担

をいただくものでございますが、３５．４％の増となっております。 

   ３款、１項、財産運用収入、４６ページ、５款、１項、基金繰入金につきましては、先

ほどご説明いたしましたとおり、財政基金の運用方法の見直しと介護報酬改正による歳入

不足によるものでございます。７款、２項、１目、民生費受託事業収入でございますが、

居宅支援事業所で市や町及び包括支援センターからの委託を受け、認定調査や介護予防の

ケアマネジメント、移送サービス等を提供するものでございます。１２．１％の増となっ

ております。 

   ４８ページをお開き願います。歳出でございます。各款に共通して２節から４節につき

ましては人件費でございますので、説明を省略させていただきます。 

   １款、１項、１目、一般管理費でございますが、これは施設管理運営にかかる必要経費

でございます。１１節需用費修繕料でございますが、屋上の防水シート修繕として１６２

万円を計上してございます。 

  ５０ページをお願いします。２款、１項、１目、施設介護サービス事業費でございます

が、これは特別養護老人ホームの運営に要する費用でございます。５１ページ、１８節備

品購入費でございますが、利用者の重度化がますます進行しているため、エアーマットや

褥瘡対応マット、重度者用の車いす等４０万４千円を計上しております。 

５２ページをお願いします。２款、２項、１目、短期入所介護事業費でございますが、
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短期入所事業の運営に要する費用でございます。２目、通所介護事業費は、通所介護事業

の運営に係る費用でございます。 

  ５４ページをお願いします。２款、３項、１目、居宅介護支援事業費でございます。こ

れは、居宅介護支援事業所の運営に係る費用でございます。 

５５ページをお願いします。３款、１項、１目、ケアハウス事業費でございます。これ

はケアハウス事業の運営に係る費用でございます。１５節工事請負費でございますが、エ

アコン設置の工事費でございます。現在、ケアハウスのエアコンは機械室で集中管理する

方式でございます。６基あるコンプレッサーですが、故障を繰り返し、現在は５基で動か

しています。今後故障があった場合、古い年式のため部品を製造しておらず、迅速な対応

が困難な状況です。今回の工事で、集中管理から分散管理に替えることができ、入居者の

皆さんへの影響も軽減されるため、計上させていただきました。 

   ４款、１項、１目及び２目、公債費元金および５６ページの利子でございますが、組合

債を償還するものでございます。 

   ５款、１項、１目、基金費でございますが、歳入で繰り入れました資金運用分を積み戻

しするものでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（高橋猛君） 

   次に、真森苑所長。 

○ 真森苑所長（安達京子君） 

続きまして、平成２４年度真森苑勘定予算案についてご説明申し上げます。予算概要の

７ページをお開き願います。 

真森苑勘定の歳入歳出予算の総額は、４億８，９９０万円とするものでございます。前

年度と比較しまして１億２，０６０万円の増、率にして３２．６％の増でございます。 

   歳入の目的別増減でございますが、サービス費収入は、平成２４年４月の介護報酬改定

による減がありましたが、短期入所から施設入所へ５床転換したことによる増があります

ので、差引では２．３％の増となっております。 

分担金及び負担金は、公債費負担金は全て地方債償還に係るもので、前年度と同額でご

ざいます。また、地下排水管等改修事業費負担金は地盤沈下による排水管等の断裂が著し

くその改修に伴う負担金として４，６９６万９千円計上しております。更にこども手当負

担金、支援ハウス負担金を美郷町、大仙市よりご負担いただいております。これらをあわ

せて、６５．５％の増となっております。 

財産収入は、財政調整基金の運用に伴う利子収入でございますが、平成２４年度より、

全額一般会計に計上しております。 

繰入金は、財政調整基金からでございますが、介護報酬の減額による歳入不足への対応

と資金運用方法の見直しによるものでございます。 

諸収入は、雑入の雇用保険料分の増が主でございますが、３３．１％の増となっており

ます。 

   次に歳出の性質別増減でございますが、人件費は、産休・育児休業職員が３名いること

により、３．３％の減、物件費は、産休・育児休業職員等の代替職員の採用等、及び改修

工事に伴う諸経費等で２３．６％の増、維持補修費は、早急な補修を要するものを計上い

たしまして４．４％の増、補助費等で３．３％の減、普通建設事業費は歳入で説明いたし

ました、地下排水管等改修工事事業費の増でございます。また短期入所及び通院用の送迎

車の更新を計上いたしております。公債費はほぼ前年度並みでございます。積立金でござ

いますが、先ほど歳入で説明いたしました資金運用分として繰入れた額と同額を財政調整

基金に積み戻すものでございます。繰出金は、一般会計の事務経費に対応させ、２．８％

の増となっております。予備費は前年度と同額でございます。以上が概要でございます。

それでは、内容につきまして順次ご説明申し上げます。 
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６７ページをお開き願います。歳入でございます。 

１款、１項、介護給付費収入でございますが、国保連合会から収入するものでございま

す。１目の施設介護サービス費収入でございますが、短期入所から５床転換し５５人定員

となっております。特別養護老人ホームの入所に係る料金で、増床分、入院等の減算、介

護報酬の改定等を見込んで計上したものでございます。 

次に２目の居宅介護サービス費収入でございますが、これも国保連合会からの収入でご

ざいます。短期入所生活介護と通所介護の利用に係る料金で、こちらも短期入所の５床減

分、介護報酬改定による減分を見込んで計上しております。 

次に２項、１目、自己負担収入でございますが、こちらは利用者の自己負担金収入にな

ります。介護給付費収入と同様の積算方法により計上してございます。 

次に６８ページをお願いいたします。 

２款、１項、１目、民生費負担金でございますが、１節公債費負担金につきましては、

地方債償還額と同額を大仙市３分の２、美郷町３分の１で負担いただくもので、前年度と

同額でございます。２節支援ハウス負担金につきましては、現在の入居者数から入院等に

よる減分を見込んだ上で、従来の国庫補助基準等に照らして算定し、大仙市３分の２、美

郷町３分の１で負担いただくものでございます。入居料金の増が見込まれる分、前年度よ

り増となってございます。３節老人福祉費負担金につきましては、生活支援ハウスの入居

者からの料金収入でございますが、入居率が良くなっており利用収入が増となってござい

ます。５節こども手当負担金は、職員のこども手当についてご負担いただくものでござい

ます。６節真森苑地下排水管改修工事費負担金でございます。先に申し上げたとおり、地

盤沈下による排水管の断裂等の改修工事費で、大仙市より３分の２、美郷町より３分の１

の負担でご負担いただくものでございます。 

３款、１項、１目、財産収入でございます。基金の運用によって生じた利益を計上して

おりましたが、本年度より一般会計において管理するので廃目とするものでございます。 

６９ページをお願いいたします 

５款、２項、１目、財政調整基金繰入金でございます。歳入の不足分として、      

１，７８６万７千円と、資金運用分５，３９０万円を計上しております。 

７１ページをお願いいたします。 

歳出でございます。各款に共通して、２節から４節までが人件費でございますので、こ

れを省略いたします。 

１款、１項、１目、一般管理費でございますが、これは、施設全体に係る必要経費でご

ざいます。 

１１節、需用費の消耗品費でございますが、地下排水管工事期間中使用する使い捨て食

器代として、３０万６千円、燃料費で灯油、ガスの価格変動で前年度より１，０４４千円

の増額となっております。  

７２ページをお開き願います 

１３節委託料で工事管理業務委託料ですが地下排水管等改修工事等の設計業務委託料

として２０７万６千円、１４節使用料及び賃借料の農業集落排水施設使用料として１７５

万１千円、１５節工事請負費で地下排水管改修工事費４，１８９万５千円、避難経路改修

工事費２２７万９千円を計上しております。 

この他に、正面玄関に手洗い、うがい用の洗面台を取り付ける経費として１４万６千円 

計上しております。７３ページをお開きください 

１８節備品購入費でございますが、事務用パソコンの更新１台分として１２万円、地盤

沈下によるゆがみで、修理不能となった食器洗浄機の更新１台分として１４１万円計上し

ております。 

２款、１項、１目、施設介護サービス費でございますが、これは特別養護老人ホーム事

業の運営に要する費用でございます。介護報酬において、介護嘱託員の処遇改善措置が図
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られたことに伴い、介護嘱託員報酬が増となっております。１８節備品購入費でございま

すが、利用者用ベットの更新、及びマットレスの更新のため経費５４万７千円、送迎車両

更新のため２０１万４千円を計上しております。 

７５ページをお願いいたします。 

２項、１目、短期入所介護事業費及び２目、通所介護事業費でございますが、これも各

事業の運営に要する費用でございます。 

次に７７ページをお開き願います。３款、１項、１目、生活支援ハウス事業費でござい

ますが、こちらは、生活支援ハウスの運営に要する費用でございます。 

４款、１項、１目、元金及び２目、利子でございますが、こちらは償還金の元金と利子

でございます。 

５款、１項、１目、基金費でございますが、こちらは、歳入において説明いたしました

資金運用分を積み戻すものでございます。 

６款、１項、１目は予備費で前年度と同額でございます。 

以上でございます。よろしくお願い致します。 

○ 議長（高橋猛君） 

   提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

   質疑なしと認めます。これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 （なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

   討論なしと認めます。議案第４号についてこれより採決をいたします。 

お諮りします。議案第４号について、原案のとおり決定することに、ご異議ありません

か。 

（異議なし） 

○ 議長（高橋猛君） 

 異議なしと認めます。よって、議案第４号、「平成２４年度大仙美郷介護福祉組合特別会

計予算」は、原案のとおり決しました。 

○ 議長（高橋猛君） 

以上で本日の日程は終了いたしました。 

これをもちまして、平成２４年第１回大仙美郷介護福祉組合議会定例会を閉じます。ご

苦労様でした。 

（午前１１時３４分 宣告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により下記に署名する。 

 

 

   平成２４年４月２６日 

 

 

     大仙美郷介護福祉組合議会議長    髙 橋  猛 

 

               署名議員    泉  繁 夫 

 

               署名議員    佐 藤 隆 盛 


